
 

 

新型コロナウイルス感染症対策の徹底、強化等を求める意見書 

 

 日本国内では依然、新型コロナウイルスの感染拡大が続いている。今や誰もが感染の可能

性がある新たな段階に入っており、事態の終息が見えない中で、国民の生命や健康を始め、

生活や経済などに深刻な影響を及ぼすとともに、国民の不安が増大している。 

 このような国家的な危機に対し、国や地方自治体、医療関係者、事業者、そして国民が一

丸となって協力することが求められ、国民の命や健康を守ることを最優先に感染拡大防止策

及び医療体制の強化を図るとともに、生活や生業、経済への影響を最小限に抑えるため、総

合的に迅速かつ的確で柔軟な対策の強化が必要である。 

 よって、国におかれては、新型コロナウイルス感染症対策の強化等を図るため、次の事項

について措置を講じられるよう強く要望する。 

記 

感染拡大防止策の強化 

１ 感染の早期終息を目指し、クラスター感染への対策・対応を強化するとともに、高齢者・ 

障害者施設等の施設内感染対策など感染拡大防止策の強化・徹底を図ること。 

 

生命と健康を守るための検査・医療体制整備の強化 

１ 国民の不安に寄り添うため、ＰＣＲ検査を受けられる体制を早期に拡充すること。 

２ 想定患者数を明確にしつつ、二次医療圏ごとの必要病床数の確認及び予想を上回った場 

 合の対応方針を策定すること。その際、診療を行わない医療機関(産科や血液透析専門機 

関等)を決定しておくこと。 

３ 医薬品、医療機器、衛生用品の安定的な流通を確保すること。 

４ 国内外の知見を活用し、治療法・ワクチン・簡易検査キットの迅速な開発に官民全力を 

挙げて取り組むこと。開発されたものについて、保険の適用範囲を検討すること。 

５ 分野ごとの専門家による小委員会等を設置し、エビデンスに基づいた見解と対応を早急 

にまとめ、国民に説明すること。 

６ 感染例を追跡する監視網の構築や封じ込め戦略を担う組織の設置を早急に検討するこ 

と。 

７ 今後、国立感染症研究所について、より有効な組織や人員体制となるよう抜本的に強化 

すること。 

８ 上記の検査・医療体制の整備のため、十分な予算措置を講じること。 

 

地方自治体への支援の拡充 

１ 地方自治体の新型コロナウイルス感染症対策に対し、国の責任において十分な財政的支 

援を行うこと。 

２ 地方自治体の意見を聴き、感染状況など地域の実情に応じた対策を講じること。 

 

経済・雇用対策 

１ 今後懸念される景気後退リスクを深刻に受け止め、内需と雇用に重点を置いた根本的な 

経済対策を講じること。 



 

 
 

２ 観光を始め、経済的に影響を受ける地域や企業、小規模事業者、自営業者、フリーラ 

ンス等に対し、必要に応じ、適切な支援等を行うこと。 

３ サプライチェーンの寸断等により影響を受けている中小零細企業に対して、信用保証の 

上限引上げや公的金融による支援拡大を行うこと。 

 

情報公開・情報提供等の徹底 

１ 国民及び地方自治体など関係機関に対して、風評被害防止や個人情報保護にも配慮し、 

感染状況などの迅速な情報提供、情報公開を行い、相談窓口の充実を図り、国民の不安解 

消に努めること。 

 

学校休業に関する対応 

１ 共働き家庭、ひとり親家庭などを始め、病院・高齢者福祉施設勤務など、親が仕事で 

家を離れざるを得ない世帯への支援を十分に行うこと。 

２ 臨時休業により仕事を休まざるを得ないことによって収入減となる世帯への支援を休 

業補償等により十分に行うこと。 

３ 受入れを続ける学童保育、保育所、幼稚園、こども園などでの感染防止に資する環境 

改善のための物資の確保と予算措置を行うこと。 

４ 入学試験については、受験機会の剥奪とならぬよう最大限の配慮を行うこと。 

５ 教育課程が修了しない場合などの成績評価や卒業、進級の取扱いを明らかにすること。 

６ 休業によって発生する損失(給食のキャンセルなど)については、国の責任で補償するこ 

と。 

７ 前例のない一斉休業の要請に伴い生ずる様々な自治体現場の実態を十分に把握し、自治 

体の要望も踏まえて政府は責任ある対応を行うこと。 

８ 学校の再開については、一斉休業の生活への多大な影響を考慮し、自治体の判断を尊重

すること。 

 

介護事業所や介護サービス利用者への対応 

１ 休業要請や利用者減少により経済的損失を被っている事業所に対し、財政的支援を行 

うこと。 

２ デイサービス等の休業により在宅生活で困難を抱える利用者やその家族に対し、適切な 

 支援を講じること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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